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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡と内視鏡洗浄消毒装置とを連結する内視鏡洗浄消毒装置連結具であって、
　前記内視鏡洗浄消毒装置に接続される洗浄消毒装置接続部と、
　前記洗浄消毒装置接続部に一端が連通された、前記洗浄消毒装置から供給された流体が
流通する流通部と、
　前記流通部の他端に設けられるとともに前記内視鏡の口金に接続自在であって、接続後
、前記口金内に位置することにより、前記流通部を通過した前記流体を前記内視鏡に吐出
する吐出部と、
　を有し、
　前記吐出部は、
　前記流通部と連通しており、前記流通部を通過した前記流体を前記内視鏡の前記口金内
に吐出する第１流路と、
　該吐出部と前記口金とが接続されたとき前記第１流路と前記口金の内壁との間に位置す
るよう設けられた、前記流体の流量に応じて膨張収縮自在な開閉部であって、前記流体の
流量が設定量以上の場合に膨張して、前記第１流路と前記口金の前記内壁との間に形成さ
れ前記第１流路から吐出された前記流体を前記内視鏡の口金周りに吐出する第２流路を塞
ぐ開閉部と、
　を具備し、
　前記吐出部は、
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　前記第１流路に設けられた、前記流体の流れを撥ね返す水制部と、
　前記第１流路に設けられた前記水制部により撥ね返った前記流体を排出する開口部と、
　を具備していることを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置連結具。
【請求項２】
　前記第１流路は、前記吐出部に設けられた前記流通部の前記他端に接続された流路部材
内に設けられており、
　前記流路部材に対して前記開閉部が着脱自在となっていることを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡洗浄消毒装置連結具。
【請求項３】
　請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置連結具を具備していることを特徴とする内視鏡洗
浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡と内視鏡洗浄消毒装置とを連結する内視鏡洗浄消毒装置連結具、内視
鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡管路内を、洗浄消毒装置を用いて洗浄消毒する場合、作業者は、先ず、内視鏡洗
浄消毒装置連結具の一端に設けられた洗浄消毒装置接続部を、内視鏡洗浄消毒装置の流体
供給ポートに接続する。また、内視鏡洗浄消毒装置連結具の他端に設けられた吐出部を、
内視鏡の外表面に形成された、内視鏡内部に設けられた送気送水管路や吸引管路等の内視
鏡管路の口金に対して接続する。
【０００３】
　その結果、内視鏡洗浄消毒装置から、洗浄液、消毒液、濯ぎ水、気体等の流体が、内視
鏡洗浄消毒装置連結具、口金の開口部を介して内視鏡管路内に供給されることにより、内
視鏡管路内は洗浄消毒される。
【０００４】
　ここで、従来は、口金に接続された吐出部から、流体が漏れてしまうことを防ぐため、
吐出部にＯリング等の漏れ防止部材を設けていた。ところが、近年、吐出部に漏れ防止部
材を設けずに、意図的に少量の流体を口金と吐出部との間から漏れるようにし、該漏れた
流体を用いて口金及び口金周りも洗浄消毒装置による洗浄消毒工程中に洗浄消毒できる構
成が周知である。
【０００５】
　しかしながら、この構成では、口金と吐出部との間から流体が漏れてしまうため、内視
鏡管路内を確実に洗浄消毒するためには、従来よりも供給する流体の流量を多くしなけれ
ばならず洗浄時間が増加してしまうといった問題があった。このような問題は、近年、行
われている、例えば気体と、洗浄液または消毒液の液滴とを混合した気液二相流を供給し
て洗浄消毒を行う場合でも同様に発生する。
【０００６】
　また、流体が漏れることで、内視鏡管路内の詰まり検出を適切に行い難いという問題も
ある。
【０００７】
　例えば日本国特開第２００９－１９５４００号公報には、内視鏡の口金に対して接続さ
れる内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部内において、口金の開口縁部に当接自在な、通常
はバネの付勢力により開口縁部に非当接状態となる開閉弁を有する技術が開示されている
。開閉弁は、吐出部内に流体が設定流量以上供給されると、バネの付勢力に抗して口金方
向に移動することによって口金の開口縁部に水密気密に当接し、吐出部内に流体が設定流
量より少なく供給されると、バネの付勢力によって前記口金から離間する方向に移動して
口金の開口縁部に対して非当接状態となる。
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【０００８】
　上述した文献に開示されている技術によれば、開閉弁が、口金の開口縁部に当接してい
る状態においては、内視鏡洗浄消毒装置から供給された流体を口金から漏れなく内視鏡管
路内に供給することができるとともに、口金の開口縁部に非当接な状態においては、流体
が口金から漏ら出すことにより、流体を口金周りに供給することができる。
【０００９】
　即ち、内視鏡洗浄消毒装置から供給する流量に応じて、流体を内視鏡管路内のみに供給
するか、内視鏡管路に加え口金から漏らすことにより口金及び口金周りにも供給するかを
切り換えることができる。
【００１０】
　しかしながら、上述した日本国特開第２００９－１９５４００号公報に開示された内視
鏡洗浄消毒装置連結具では、吐出部内に、流体の供給量に応じて移動する弁体や、該弁体
を口金から離間する方向に付勢するバネ等を設けなくてはならず、構造が複雑になってし
まうといった問題があった。
【００１１】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、簡単な構成にて、内視鏡管路内の
みを洗浄消毒する場合と、内視鏡管路内のみならず内視鏡の口金及び口金周りを洗浄消毒
する場合とを切り換えることができる構成を有する内視鏡洗浄消毒装置連結具、内視鏡洗
浄消毒装置を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様における内視鏡洗浄消毒装置連結具は、内視鏡と内視鏡洗浄消毒装置と
を連結する内視鏡洗浄消毒装置連結具であって、前記内視鏡洗浄消毒装置に接続される洗
浄消毒装置接続部と、前記洗浄消毒装置接続部に一端が連通された、前記洗浄消毒装置か
ら供給された流体が流通する流通部と、前記流通部の他端に設けられるとともに前記内視
鏡の口金に接続自在であって、接続後、前記口金内に位置することにより、前記流通部を
通過した前記流体を前記内視鏡に吐出する吐出部と、を有し、前記吐出部は、前記流通部
と連通しており、前記流通部を通過した前記流体を前記内視鏡の前記口金内に吐出する第
１流路と、該吐出部と前記口金とが接続されたとき前記第１流路と前記口金の内壁との間
に位置するよう設けられた、前記流体の流量に応じて膨張収縮自在な開閉部であって、前
記流体の流量が設定量以上の場合に膨張して、前記第１流路と前記口金の前記内壁との間
に形成され前記第１流路から吐出された前記流体を前記内視鏡の口金周りに吐出する第２
流路を塞ぐ開閉部と、を具備し、前記吐出部は、前記第１流路に設けられた、前記流体の
流れを撥ね返す水制部と、前記第１流路に設けられた前記水制部により撥ね返った前記流
体を排出する開口部と、を具備している。
【００１４】
　さらに、本発明の一態様による内視鏡洗浄消毒装置は、前記一態様による内視鏡洗浄消
毒装置締結具を具備している。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置連結具を具備する内視鏡洗浄消毒装置を、洗
浄消毒槽に貯留された液体に内視鏡が浸漬された状態において概略的に示す図
【図２】図１の内視鏡の口金に、内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部が接続された状態を
、開閉部が収縮している状態において概略的に示す部分断面図
【図３】図２の流路部材の部分平面図
【図４】図１の内視鏡の口金に、内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部が接続された状態を
、開閉部が膨張している状態において概略的に示す部分断面図
【図５】内視鏡の口金に、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部が接続され
た状態を、開閉部が収縮している状態において概略的に示す部分断面図
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【図６】内視鏡の口金に、内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部が接続された状態を、開閉
部が膨張している状態において概略的に示す部分断面図
【図７】内視鏡洗浄消毒装置の一例を、内視鏡とともに示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、図面は模式的なものであり
、各部材の厚みと幅との関係、それぞれの部材の厚みの比率などは現実のものとは異なる
ことに留意すべきであり、図面の相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分
が含まれていることは勿論である。
【００１７】
（第１実施の形態）
　図１は、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置連結具を具備する内視鏡洗浄消毒装置を、
洗浄消毒槽に貯留された液体に内視鏡が浸漬された状態において概略的に示す図、図２は
、図１の内視鏡の口金に、内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部が接続された状態を、開閉
部が収縮している状態において概略的に示す部分断面図である。
【００１８】
　また、図３は、図２の流路部材の部分平面図、図４は、図１の内視鏡の口金に、内視鏡
洗浄消毒装置連結具の吐出部が接続された状態を、開閉部が膨張している状態において概
略的に示す部分断面図である。
【００１９】
　図１に示すように、内視鏡洗浄消毒装置連結具１は、洗浄消毒装置接続部３と流通部２
と吐出部４とを具備して主要部が構成されている。この内視鏡洗浄消毒装置連結具１によ
り内視鏡１０と内視鏡洗浄消毒装置１００とが連結される。
【００２０】
　洗浄消毒装置接続部３は流通部２の一端に設けられている。洗浄消毒装置接続部３は、
洗浄消毒装置１００の装置本体２００に設けられた、後述する送気送水／鉗子口用ポート
１３３と、鉗子起上用ポート１３４と、漏水検知用ポート１３５（いずれも図７参照）等
のいずれかに対して接続自在となっている。
【００２１】
　流通部２の一端が洗浄消毒装置接続部３に連通されている。流通部２は、洗浄消毒装置
接続部３を接続する洗浄消毒装置１００の各ポート１３３～１３５から供給される流体Ｒ
（図１においては、液体として図示）が流通する部位となっている。
【００２２】
　また、流通部２の他端が吐出部４に連通されている。吐出部４は内視鏡１０内において
、挿入部１４、操作部１５、ユニバーサルコード１６（いずれも図７参照）に延在された
内視鏡管路１９に連通する開口部１１ｋ（いずれも図２参照）を有する操作部１５の口金
１１に対して、図２、図３に示すように接続自在となっており、流通部２を通過した流体
Ｒを、内視鏡１０に吐出するものである。尚、内視鏡管路１９としては、既知の吸引管路
や送気送水管路等が挙げられる。
【００２３】
　図２、図４に示すように、吐出部４は、コネクタ本体５と、該コネクタ本体５内に先端
側の半部が挿通された、流通部２の他端に接続された流路部材７と、コネクタ本体５内に
おいて流路部材７の外周に着脱自在な開閉部６とを具備して主要部が構成されている。尚
、開閉部６が流路部材７の外周に対して着脱自在にされているので、開閉部６の交換が容
易である。
【００２４】
　流路部材７は、例えば細長な円筒部材から形成され、流路部材７の内部に第１流路Ａ１
が具備されている。第１流路Ａ１は、流通部２に連通され、該流通部２を通過した流体Ｒ
を内視鏡１０の口金１１内、即ち開口部１１ｋを介して内視鏡管路１９に吐出させる。
【００２５】
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　また、流路部材７の第１流路Ａ１の先端側に、第１流路内Ａ１に導入された流体Ｒの流
れを撥ね返す第１水制部７ｂが形成されている。また、図２、図３に示すように、流路部
材７の先端側の外周側面に、第１流路Ａ１に連通する複数の開口部７ｃが、流路部材７の
外周方向に沿って均等間隔に形成されている。この開口部７ｃからは第１流路内Ａ１に導
入されて第１水制部７ｂから撥ね返った流体Ｒが排出される。
【００２６】
　コネクタ本体５は、吐出部４が口金１１に接続される際、口金１１のフランジ部１１ｆ
の頂面に水密気密に当接されるとともに、図示しない爪部材等によって、フランジ部１１
ｆに固定されるものである。このことにより、吐出部４が口金１１に接続された際、口金
１１に対して吐出部４が位置決めされる。
【００２７】
　また、図２、図４に示すように、コネクタ本体５と流路部材７との間に、第１流路Ａ１
から分岐し、流通部２、第１流路Ａ１を通過した流体を、口金１１周りに吐出する第２流
路Ｂが形成されている。
【００２８】
　さらに、コネクタ本体５の第１流路Ａ１から第２流路Ｂに分岐する分岐部８において、
開口部７ｃに対向する位置に、開口部７ｃから排出された流体Ｒを、第２流路Ｂへと分岐
させる第２水制部５ａが設けられている。
【００２９】
　開閉部６は、フッ素ゴムやシリコンゴム、エチレンプロピレンゴム等の膨張収縮自在な
部材で形成されている。図２、図４に示すように、開閉部６は、分岐部８において、開口
部７ｃと第２水制部５ａとの間に位置しており、先端側が開口部７ｃを塞ぐことがないよ
う、例えば湾曲した形状に形成されている。尚、開閉部６は、分岐部８に限らず、第２流
路Ｂに位置していても良い。
【００３０】
　また、開閉部６の先端側は、流路部材７の開口部７ｃ及び該開口部７ｃよりも先端側に
対して非接触となっており、非接触により該開閉部６の先端側と流路部材７の開口部７ｃ
よりも先端側の部位との間にも、第１流路Ａ２が形成されている。
【００３１】
　開閉部６は、第１流路Ａ１、Ａ２を流れる流体Ｒの流量に応じて、膨張或いは収縮動作
される。すなわち、図２に示すような、第２水制部５ａに対して非当接な収縮状態から、
第１流路Ａ１、Ａ２を流れる流体Ｒの流量が設定量以上となると膨張し、図４に示すよう
に、第２水制部５ａに当接して、第２流路Ｂ側を、水密気密を保持した状態で閉塞する。
【００３２】
　以下、開閉部６を膨張収縮させる流体Ｒの流量の制御方法を、図１を用いて説明する。
【００３３】
　図１に示すように、洗浄消毒装置１００の装置本体２００における洗浄消毒槽５０の循
環口１５６と、各ポート１３３～１３５とは、循環管路２１０により連通されており、循
環管路２１０の中途位置には、下流側から順にポンプ２２１、流量センサ２４０、ＣＨ弁
２３１が介在されている。
【００３４】
　また、循環管路２１０において、流量センサ２４０とＣＨ弁２３１との間に、中途位置
にバイパス弁２３２が介在されたバイパス管路２１１の一端が接続されている。また、バ
イパス管路２１１の他端は、洗浄消毒槽５０の排水口１５５に一端が接続された排水管路
２１２に接続されている。尚、排水管路２１２のバイパス管路２１１の他端の接続部位よ
りも下流側には、排水弁２３３、排水ポンプ２２２が介在されている。
【００３５】
　よって、先ず、第２流路Ｂから流体Ｒが漏れることなく、第１流路Ａ１、Ａ２を用いて
内視鏡管路１９のみに流体Ｒを供給する場合には、バイパス弁２３２を閉にするとともに
、ＣＨ弁２３１を開とした状態でポンプ２２１を駆動する。
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【００３６】
　その結果、洗浄消毒槽５０内の流体Ｒは、循環口１５６から循環管路２１０を介して、
各ポート１３３～１３５から洗浄消毒装置接続部３、流通部２、吐出部４と流れ、第１流
路Ａ１、Ａ２、開口部１１ｋを介して内視鏡管路１９内に供給される。
【００３７】
　この際、第１流路Ａ２を流れる流体Ｒの流量が設定流量以上になった場合には、図４に
示すように、第１流路Ａ２を流れる流体Ｒによって、開閉部６は膨張し第２水制部５ａに
水密気密に当接することから、流体Ｒは、第２流路Ｂには流れずに内視鏡管路１９内のみ
に供給される。
【００３８】
　このことから、開閉部６を膨張させて流体Ｒを供給する場合は、内視鏡管路１９の高圧
洗浄や、気液二相流を用いた洗浄等を行う際に適している。
【００３９】
　次いで、内視鏡管路１９のみならず、第２流路Ｂから流体Ｒを漏らして、口金１１及び
口金１１周りを洗浄消毒する場合には、ＣＨ弁２３１を開にした状態において、バイパス
弁２３２を開とする。
【００４０】
　その結果、循環管路２１０を流れる流体Ｒは、上述したように、ポート１３３～１３５
から洗浄消毒装置接続部３、流通部２、吐出部４と流れ、第１流路Ａ１、Ａ２、開口部１
１ｋを介して内視鏡管路１９内に供給されるとともに、一部がバイパス管路２１１に流れ
る。この際、排水弁２３３が閉となっておれば、バイパス管路２１１を流れる流体Ｒは、
排水管路２１２を介して、排水口１５５から、再度洗浄消毒槽５０へと供給される。
【００４１】
　よって、第１流路Ａ１、Ａ２を流れる流体Ｒの流量は、バイパス弁２３２が閉の場合に
比べ少なくなり、設定流量よりも少なくなることから、図２に示すように、開閉部６は収
縮することにより、流体Ｒは第２流路Ｂにも流れる。その結果、流体Ｒは、口金１１周り
にも供給される。
【００４２】
　このことから、開閉部６を収縮させて行う場合は、通常の内視鏡管路１９の洗浄消毒に
加え、口金１１及び該口金１１周りを洗浄消毒する際に適している。
【００４３】
　以上より、バイパス弁２３２の開閉を切り換えることにより、開閉部６を膨張収縮させ
ることができる。即ち、流体Ｒを、内視鏡管路１９内のみに供給するか、内視鏡管路１９
のみならず口金１１周りにも供給するかを切り換えることができる。
【００４４】
　尚、開閉部６を膨張収縮させる流体Ｒの流量の制御方法は、バイパス弁２３２の開閉に
限らず、他の手法であっても構わない。例えば、ポンプ２２１を用いて、そもそも第１流
路Ａ１、Ａ２に対する流体Ｒの供給量を異ならせても良い。
【００４５】
　このように、本実施の形態においては、内視鏡洗浄消毒装置連結具１において、内視鏡
１０の口金１１に接続される吐出部４の流路部材７の外周に、流体Ｒの流量に伴い膨張収
縮する開閉部６が設けられており、開閉部６は、第１流路Ａ１、Ａ２から第２流路Ｂへの
分岐部８、または第２流路Ｂに位置していると示した。
【００４６】
　このことによれば、内視鏡管路１９内のみに流体Ｒを供給する場合には、第１流路Ａ１
、Ａ２を流れる流体Ｒの流量を設定量以上とすることにより、開閉部６は膨張して第２水
制部５ａに当接し第２流路Ｂを塞ぐことから、流体Ｒを内視鏡管路１９内のみに供給する
ことができる。
【００４７】
　また、内視鏡管路１９内のみならず、口金１１周りにも流体Ｒを供給する場合には、第
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１流路Ａ１、Ａ２を流れる流体Ｒの流量を設定量より少なくすることにより、開閉部６は
収縮することによって開閉部６と第２水制部５ａとの間には第２流路Ｂが生じることから
、流体Ｒを、内視鏡管路１９のみならず、第２流路Ｂを介して口金１１周りにも供給する
ことができる。
【００４８】
　即ち、開閉部６の膨張収縮に伴って第２流路Ｂを塞ぐか否かを、流体Ｒの供給量を可変
させる簡単な構成にて実現することができる。
【００４９】
　以上から、簡単な構成にて、内視鏡管路１９内のみを洗浄消毒する場合と、内視鏡管路
１９内のみならず内視鏡１０の口金１１及び口金１１周りを洗浄消毒する場合とを切り換
えることができる構成を有する内視鏡洗浄消毒装置連結具１、内視鏡洗浄消毒装置１００
を提供することができる。
【００５０】
（第２実施の形態）
　図５は、内視鏡の口金に、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部が接続さ
れた状態を、開閉部が収縮している状態において概略的に示す部分断面図である。
【００５１】
　また、図６は、内視鏡の口金に、内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部が接続された状態
を、開閉部が膨張している状態において概略的に示す部分断面図である。
【００５２】
　この第２実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置連結具、内視鏡洗浄消毒装置の構成は、上述
した図１～図４に示す第１実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置連結具、内視鏡洗浄消毒装置
と比して、内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部が、口金内に入り込んで接続される点が異
なる。よって、この相違点のみを説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付
し、その説明は省略する。
【００５３】
　図５、図６に示すように、本実施の形態における内視鏡洗浄消毒装置連結具も、内視鏡
１０と内視鏡洗浄消毒装置１００とを連結するものであり、図示しない洗浄消毒装置接続
部３と流通部２と吐出部２４とを具備して主要部が構成されている。
【００５４】
　吐出部２４は、流通部２の他端に連通して設けられており、内視鏡１０内において、挿
入部１４、操作部１５、ユニバーサルコード１６（いずれも図７参照）に延在された内視
鏡管路２９に連通する開口部２１ｋを有する操作部１５の口金２１に対して接続自在とな
っている。尚、口金２１としては、内視鏡１０の操作部１５に設けられた鉗子口３７（図
７参照）等が挙げられる。
【００５５】
　また、吐出部２４は、口金２１に接続された際は、開口部２１ｋから口金２１内に入り
込んで位置する。このことによって、吐出部２４は、流通部２を通過した流体Ｒを、内視
鏡１０に吐出する。尚、内視鏡管路２９としては、既知の吸引管路や送気送水管路等が挙
げられる。
【００５６】
　吐出部２４は、コネクタ本体２５と、該コネクタ本体２５内に先端側半部が挿通された
、流通部２の他端に接続された流路部材２７と、コネクタ本体２５内の流路部材２７の外
周に着脱自在な開閉部２６とを具備して主要部が構成されている。尚、開閉部２６が流路
部材２７の外周に対して着脱自在なことにより、開閉部６の交換が容易となっている。
【００５７】
　流路部材２７は、例えば細長な円筒部材から形成されており、内部に流通部２と連通し
ているとともに、該流通部２を通過した流体Ｒを内視鏡１０の口金２１内、即ち開口部２
１ｋを介して内視鏡管路２９に吐出する第１流路Ａ１’を具備している。
【００５８】
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　また、流路部材２７の第１流路Ａ１’の先端側に、第１流路Ａ１’内に導入された流体
Ｒの流れを撥ね返す水制部２７ｂが形成されている。流路部材２７の先端側の外周側面に
、水制部２７ｂにより撥ね返った流体Ｒを第１流路Ａ１’から排出する、第１流路Ａ１’
に連通する複数の開口部２７ｃが、流路部材２７の外周方向に沿って、均等間隔に形成さ
れている。
【００５９】
　開閉部２６は、口金２１内に入り込んで位置する流路部材２７と口金２１の内壁２１ｎ
との間に位置しており、フッ素ゴムやシリコンゴム、エチレンプロピレンゴム等の膨張収
縮自在な部材から、図５、図６に示すように、先端側が開口部２７ｃを塞ぐことがないよ
う、例えば湾曲した形状に形成されている。
【００６０】
　尚、開閉部２６の先端側は、流路部材２７の開口部２７ｃ及び該開口部２７ｃよりも先
端側に対して非接触となっており、該開閉部２６の先端側と流路部材２７の開口部２７ｃ
よりも先端側の部位との間にも、第１流路Ａ２’が形成されている。
【００６１】
　また、口金２１の内壁２１ｎと流路部材２７との間に、第１流路Ａ１’から分岐し、流
通部２、第１流路Ａ１’を通過した流体Ｒを、口金２１周りに吐出する第２流路Ｂ’が形
成されている。開閉部２６は、第１流路Ａ１’、Ａ２’を流れる流体Ｒの流量に応じて、
上述した第１実施の形態と同様に、図５、図６に示すように、膨張収縮自在であり、図５
に示す口金２１の内壁２１ｎに対して非当接な収縮状態から、第１流路Ａ１’、Ａ２’を
流れる流体Ｒの流量が設定量以上となると、図６に示すように、膨張に伴い口金２１の内
壁に水密気密に当接して、第２流路Ｂ’を塞ぐ状態へと変化するものである。
【００６２】
　尚、開閉部２６を膨張収縮させる流体Ｒの流量の制御方法は、上述した第１実施の形態
の開閉部６を膨張収縮させる場合と同じであるため、その説明は省略する。
【００６３】
　このように、本実施の形態においては、内視鏡洗浄消毒装置連結具の吐出部２４は、口
金２１に接続された際、口金２１内に入り込んで位置し、吐出部２４に設けられた流体Ｒ
の流量に伴い膨張収縮する開閉部２６は、流路部材２７と口金２１の内壁２１ｎとの間に
位置するよう流路部材２７に装着されていると示した。
【００６４】
　このことによれば、内視鏡管路２９内のみに流体Ｒを供給する場合には、第１流路Ａ１
’、Ａ２’を流れる流体Ｒの流量を設定量以上とすることによって、開閉部２６は膨張し
て口金２１の内壁２１ｎに当接し第２流路Ｂ’を塞ぐことから、流体Ｒを内視鏡管路２９
内のみに供給することができる。
【００６５】
　また、内視鏡管路２９内のみならず、口金２１周りにも流体Ｒを供給する場合には、第
１流路Ａ１’、Ａ２’を流れる流体Ｒの流量を設定量より少なくすることによって、開閉
部２６は収縮し、開閉部２６と口金２１の内壁２１ｎとの間には第２流路Ｂ’が生じるこ
とから、流体Ｒを、内視鏡管路２９のみならず、第２流路Ｂ’を介して口金２１周りにも
供給することができる。
【００６６】
　以上から、本実施の形態においても、上述した第１実施の形態と同様の効果を得ること
ができる。
【００６７】
　尚、第２実施形態の吐出部２４の構成は、口金２１内に、吐出部２４が入り込めるスペ
ースが十分確保でき、開閉部２６が口金２１内の内壁２１ｎに形成された内視鏡管路２９
の開口に当接しない場合のみ使用できる。
【００６８】
　これは、開閉部２６が膨張した際、口金２１内の内視鏡管路２９の開口に当接する構成
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だと、口金２１内において、開閉部２６が膨張した際、開閉部によって内視鏡管路２９の
開口を塞いでしまい、該塞いだ内視鏡管路２９に流体Ｒを供給できなくなってしまうため
である。
【００６９】
　次に、第１～第２実施の形態において上述した内視鏡洗浄消毒装置連結具の洗浄消毒装
置接続部３が接続自在な洗浄消毒装置１００の一例を、図７を用いて説明する。図７は、
内視鏡洗浄消毒装置の一例を、内視鏡とともに示す斜視図である。
【００７０】
　図７に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１００は、使用済みの内視鏡１０を洗浄、消毒
するための装置であり、装置本体２００と、その上部に、例えば図示しない蝶番を介して
開閉自在に接続された蓋体であるトップカバー３００とにより、主要部が構成されている
。
【００７１】
　装置本体２００の操作者が近接する図中前面（以下、前面と称す）であって、例えば装
置本体２００の幅方向Ｘにおける左半部の高さ方向Ｙの上部に、図示しない収容部が形成
されており、該収容部には、洗剤／アルコールトレー１１０が、装置本体２００の前方へ
引き出し自在に配設されている。尚、以下、図中装置本体２００の前面と後面とを結ぶ方
向を、奥行き方向Ｚと称す。
【００７２】
　洗剤／アルコールトレー１１０には、内視鏡１０を洗浄する際に用いられる洗浄剤が貯
留された洗剤タンク１１０ａと、洗浄消毒後の内視鏡１０を乾燥する際に用いられる液体
であるアルコールが貯留されたアルコールタンク１１０ｂとが収納されており、洗剤／ア
ルコールトレー１１０が奥行き方向Ｚ手前側に引き出し自在なことにより、各タンク１１
０ａ、１１０ｂに、所定に液体が補充できるようになっている。
【００７３】
　尚、洗剤／アルコールトレー１１０には、２つの窓部１１０ｍが設けられており、該窓
部１１０ｍにより、各タンク１１０ａ、１１０ｂに注入されている洗浄剤及びアルコール
の残量が操作者によって確認できるようになっている。この洗浄剤は、図示しない給水フ
ィルタにより濾過処理がされた水道水により所定の濃度に希釈される濃縮洗剤である。
【００７４】
　また、装置本体２００の前面であって、例えば幅方向Ｘの右半部の高さ方向Ｙの上部に
、カセットトレー１２０が、装置本体２００の奥行き方向Ｚの前方へ引き出し自在に配設
されている。カセットトレー１２０には、内視鏡１０を消毒する際に用いる消毒液カセッ
ト１６１が収納されている。
【００７５】
　カセットトレー１２０が、引き出し自在なことにより、消毒液カセット１６１を所定に
セットできるようになっている。
【００７６】
　さらに、装置本体２００の前面であって、カセットトレー１２０の高さ方向Ｙの上部に
、洗浄消毒時間の表示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル
１３０が配設されている。
【００７７】
　また、装置本体２００の図中前面の高さ方向Ｙの下部に、装置本体２００の上部に閉じ
られているトップカバー３００を、操作者の踏み込み操作により、装置本体２００の上方
に開くためのペダルスイッチ１４０が配設されている。
【００７８】
　また、装置本体２００の高さ方向Ｙの上面の、例えば操作者が近接する奥行き方向Ｚの
前面側の幅方向Ｘの両端寄りに、装置本体２００の洗浄、消毒動作スタートスイッチ、及
び洗浄、消毒モード選択スイッチ等の設定スイッチ、内視鏡管路１９、２９と口金１１、
２１とのいずかれを洗浄消毒するか、または両方を洗浄消毒するかを選択するスイッチ類



(10) JP 4892116 B1 2012.3.7

10

20

30

40

50

が配設されたメイン操作パネル２５０が設けられている。
【００７９】
　また、装置本体２００の高さ方向Ｙの上面であって、奥行き方向Ｚにおける操作者が近
接する前面に対向する背面側に、装置本体２００に水道水を供給するための、水道蛇口に
接続された給水ホースが接続される給水ホース接続口１３１が配設されている。尚、給水
ホース接続口１３１に、水道水を濾過するメッシュフィルタが配設されていてもよい。
【００８０】
　さらに、装置本体２００の高さ方向Ｙの上面の略中央部に、内視鏡収納口をトップカバ
ー３００によって開閉される、内視鏡１０が収納自在な洗浄消毒槽５０が設けられている
。洗浄消毒槽５０は、槽本体１５０と該槽本体１５０の内視鏡収納口の外周縁に連続して
周設されたテラス部１５１とにより構成されている。
【００８１】
　槽本体１５０は、使用後の内視鏡１０が洗浄消毒される際、該内視鏡１０が収納自在で
あり、槽本体１５０の槽内の面である底面１５０ｔには、槽本体１５０に供給された洗浄
液、水、アルコール、消毒液等を槽本体１５０から排水する、または消毒液を消毒液タン
クに戻す、あるいは、上述したバイパス管路２１１から排水管路２１２を介して流れてき
た流体Ｒを洗浄消毒槽５０に戻すための排水口１５５が設けられている。
【００８２】
　また、槽本体１５０の槽内の面である周状の側面１５０ｓの任意の位置に、槽本体１５
０に供給された洗浄液、水、消毒液等を、図示しない手段を介して内視鏡１０の内部に具
備された内視鏡管路１９、２９に供給する、またはメッシュフィルタ等を介し、給水循環
ノズル１２４から槽本体１５０に再度供給するための循環口１５６が設けられている。尚
、循環口１５６には、洗浄液等を濾過するメッシュフィルタが設けられていても良い。
【００８３】
　尚、上述した循環口１５６は、槽本体１５０の底面１５０ｔに設けられていてもよい。
【００８４】
循環口１５６が槽本体１５０の底面１５０ｔに設けられていれば、内視鏡１０の各管路、
または再度槽本体１５０への、洗浄液、水、消毒液等の供給タイミングを早めることがで
きる。さらに、ユーザが循環口１５６に設けられたメッシュフィルタ等を交換するに際し
、底面に設けられていると、操作者がアプローチしやすくなるといった利点がある。
【００８５】
　洗浄消毒槽５０の槽本体１５０の底面１５０ｔの略中央部に、洗浄ケース１６０が配設
されている。
【００８６】
　洗浄ケース１６０には、内視鏡１０の各スコープスイッチ１７等のボタン類、内視鏡１
０に併設されている取り外し可能な部品が収容される。その結果、各ボタン類及び取り外
した部品は、内視鏡１０と一緒に洗浄、消毒される。
【００８７】
　槽本体１５０の側面１５０ｓの任意の位置に、槽本体１５０に供給された洗浄液、水、
消毒液等の水位を検出するカバー付き水位センサ１３２が設けられている。
【００８８】
　テラス部１５１のテラス面１５１ｔ以外の面、即ち槽本体１５０の底面１５０ｔと平行
な面に、槽本体１５０に対し、洗剤タンク１１０ａから、図示しない洗剤用ポンプにより
、水道水により所定の濃度に希釈される洗浄剤を供給するための洗剤ノズル１２２及び、
後述する消毒液タンクから、消毒液供給ポンプにより、消毒液を供給するための消毒液ノ
ズル１２３が配設されている。
【００８９】
　さらに、テラス部１５１の槽本体１５０の底面１５０ｔと平行な面に、槽本体１５０に
対し、給水するための、または槽本体１５０の循環口１５６から吸引した洗浄液、水、消
毒液等を、再度槽本体１５０に供給するための給水循環ノズル１２４が配設されている。
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【００９０】
　尚、洗剤ノズル１２２、消毒液ノズル１２３及び給水循環ノズル１２４は、テラス面１
５１ｔに配設されていても良い。
【００９１】
　また、テラス部１５１のテラス面１５１ｔの操作者近接位置５０ｋに対向する側の面１
５１ｆに、内視鏡管路１９、２９に、洗浄液、水、アルコール、消毒液、またはエア等を
供給するための複数、ここでは２つの送気送水／鉗子口用ポート１３３と、鉗子起上用ポ
ート１３４と、漏水検知用ポート１３５とが配設されている。
【００９２】
　さらに、上述した内視鏡１０の操作部１５の口金１１は、操作部１５から、各スコープ
スイッチ１７を取り外した後、露出される。
【００９３】
　尚、内視鏡洗浄消毒装置の構成は、図７の構成に限定されない。
【００９４】
　また、上述した内視鏡洗浄消毒装置１００は、内視鏡１０を洗浄消毒する装置であると
示したが、これに限らず、内視鏡洗浄消毒装置１００は、処置具等の他の医療器具を洗浄
消毒しても良いことは勿論である。
【００９５】
　本出願は、２０１０年８月３日に日本国に出願された特願２０１０－１７４７０１号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の内容は、本願明細書、請求の範囲、
図面に引用されたものである。

【要約】
　洗浄消毒装置接続部と、流通部２と、吐出部４とを有し、吐出部４は、流通部２と連通
しており、流通部２を通過した流体Ｒを口金１１内に吐出する第１流路Ａ１，Ａ２と、第
１流路Ａ１，Ａ２から分岐し、流体Ｒを口金１１周りに吐出する第２流路Ｂと、第１流路
Ａ１，Ａ２から第２流路Ｂへと分岐する分岐部８、または第２流路Ｂに設けられた、流体
Ｒの流量に応じて膨張収縮自在な、流体Ｒの流量が設定量以上の場合に膨張して、第２流
路Ｂを塞ぐ開閉部６とを具備している。
【選択図】図２
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